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凡 例 

 

１ 略表記 

  法・・・・・・・都市計画法（昭和４３年法律第１００号） 

  政令・・・・・・都市計画法施行令（昭和４４年政令第１５８号） 

  省令・・・・・・都市計画法施行規則（昭和４４年建設省令第４９号） 

  手続条例・・・・・・新座市開発行為等の基準及び手続に関する条例（平成 

１４年新座市条例第３０号） 

  調整区域条例・・新座市市街化調整区域における開発許可等の基準に関する条

例（平成１５年新座市条例第３号） 

  

２ 本書を利用するに当たっての留意点 

  この質疑応答集は、開発行為等の規制に係る一般的な判断基準を示すものであり

ます。個別具体的な事案に基づき、都市計画課の窓口で相談してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【法第４条関係】 

 

 

問１ 土地の区画の変更とは具体的にどのような場合を指すか。 

 

答え 土地の区画の変更とは、１軒の住宅の敷地等、物理的な利用状況が他の土地と

は独立して区切られた土地の範囲を変更する行為をいい、土地の単なる分合筆や

所有権、賃借権等の権利関係の変更は、ここでいう区画の変更には該当しない。 

開発行為による道路を新たに整備しないで、既存の道路に面した一団の土地を

複数の区画に分割することは区画の変更に該当する。 

なお、区画の変更については、様々な類型が考えられ、当該類型により取扱いが

異なることから、事前に都市計画課との協議を要する。 

 

 

問２ 土地の形の変更とは具体的にどのような場合を指すか。 

 

答え 土地の形の変更とは、切土若しくは盛土若しくは一体的な切土及び盛土を行う高

さ又は切土若しくは盛土若しくは一体的な切土及び盛土を行う部分に生じるがけ

の高さが１メートルを超えるような土地の形状を変更する行為をいう。 

 

 

問３ 土地の質の変更とは具体的にどのような場合を指すか。 

 

答え 土地の質の変更とは、地目が宅地以外の土地を宅地に変更する行為をいう。地

目が宅地であるか否かは、土地登記簿謄本によるものとする。 

 

 

問４ 建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的とは具体的にどのような

場合を指すか。 

 

答え 建築・建設目的の有無は、山林現況分譲、菜園分譲、現況有姿分譲、建築不可

等の文言により形式的に判断されるものではなく、土地の区画割、区画街路、販売

価格、販売に伴う説明等諸般の事由を社会通念に照らし客観的かつ総合的に判

断する。 



    なお、市街化調整区域において、不動産業者等が主体となり、あらかじめ建築物

の建築を目的とした土地の区画割等を行った上で、調整区域条例で規定された要

件を満たす限られた者をそれぞれの区域において募集する手法は、全体で一つの

非自己用の開発行為に当たると考えられるため、認められない。 

 

 

問５ 一体と認められる開発行為とはどのような場合を指すか。 

 

答え 事業区域の物理的位置関係（隣接又は近接）、事業時期、事業者の関係性及び

公共施設の一体的利用の有無、法の手続の有無及び技術基準の差異を主として

判断した上で、土地利用の計画性等を補完的判断要素とし、社会通念に照らし客

観的かつ総合的に判断する。 

よって、事前に都市計画課との協議を要する。 

    なお、事業区域の物理的位置関係における近接とは、先行の事業区域の境界線

からの水平距離が１２メートル以内の範囲内に後発の事業区域が存することをい

う。 

 

 

問６ 開発区域の申請地番は筆を確定する必要があるか。 

 

答え 必ずしも筆を確定する必要はなく、確定しない場合は○番の一部という申請にな

るが、手続の途中で分筆を行った場合は、変更の手続を要する。 

   ただし、農地転用申請が必要になる場合は筆を確定する必要がある。 

 

 

問７ プレハブ、ユニットハウス、コンテナボックス等は建築物に当たるか。 

 

答え 建築基準法における建築物の定義は、必ずしも基礎を必要とするものではなく、

車輪がある等移動可能な構造であっても、建築物に当たると判断される場合があ

る。 

    なお、市街化調整区域においては、原則として建築物を建築することができず、プ

レハブ、ユニットハウス、コンテナボックス等についても、居住の有無、構造、用途、

基礎の有無にかかわらず、認められない。 

 



【法第２９条関係】 

 

 

問１ 建売分譲住宅等を予定建築物とした法第２９条の開発許可を受けた開発区域に

ついて、当該開発区域の検査済証が交付され完了公告がなされた後に、地目が宅

地になった建売分譲住宅等を予定建築物とした土地の所有権が第三者に移転し

た。 

当該第三者が社会通念上二次的な開発と考えられる相当の期間を空けること

なく、許可内容とは異なる予定建築物の建築、区画の変更若しくは形の変更又は

開発行為に関する設計の変更に当たる行為をすることは可能か。 

 

答え 完了公告後に予定建築物以外の建築物の建築、区画の変更若しくは形の変更

又は開発行為に関する設計の変更に当たる行為をすることを許容すると、予定建

築物の用途に応じ都市計画法の開発許可の技術基準に係らしめている法の趣旨

を無にすることや、建売分譲住宅等開発許可を要するものについては、手続条例

の適用対象にもなるため、手続条例の事前協議の趣旨をも無にすることに鑑み、認

められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【法第３２条関係】 

 

 

問１ 開発行為に伴う位置指定道路等の私道の通行、掘削等に関する公共施設の管理

者の同意の範囲はどこまでか。 

 

答え 公道に至るまでの全ての私道の所有者の同意が必要となる。 

    なお、公共施設の管理者とその土地所有者が異なる場合は、法第３２条に基づく

公共施設の管理者としての同意のほかに、法第３３条第１項第１４号に基づく土地

所有者等としての同意を要する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【法第３３条関係】 

 

 

問１ 開発区域内に整備する新たな道路の幅員を路線の途中で変更することは可能

か。 

 

答え 通行上、安全上等の支障があるため、認められない。 

 

 

問２ 片側だけにすみ切りを設けることは可能か。 

 

答え 認められない。 

    ただし、大規模開発以外で、協議の上やむを得ないと認められる場合に限り、基

準のすみ切り長に１メートルを加えた長さの片側すみ切りを設けることができる。 

 

 

問３ 戸建分譲と福祉施設等用途が異なるものの複合的な開発行為については、技術

基準はどのような扱いとなるか。 

 

答え 厳しい方の技術基準が開発区域全体に適用される。 

 

 

問４ 政令第２５条第１項第１号について、開発区域内の道路が都市計画で定められて

いる道路や開発区域外の道路の機能を阻害せず、これらと一体となっている機能

を有効に発揮されるように設計されていることとあるが、具体的にどのような場合を

指すか。 

 

答え 開発区域内に新たに整備される道路及び当該開発区域に接する道路から都市の

根幹となる道路（国道、県道及び幹線となる市道）まで道路幅員等の技術基準を

満たした上で通じていることである。 

 

 

 

 



 

問５ 政令第２５条第１項第２号について、省令で定める幅員以上の幅員の道路が当該

予定建築物等の敷地に接するように配置されていることとあるが、具体的にどのよ

うな場合を指すか。 

 

答え 道路が当該予定建築物等の敷地に接することとは、道路が敷地の隣にあるだけ

ではなく、人や車両の出入りが可能であること等機能的に道路と敷地が接続され

ていることをいい、配置されていることとは、敷地に接する全ての道路が都市の根

幹となる道路（国道、県道及び幹線となる市道）まで道路幅員等の技術基準を満た

した上で通じていることである。 

 

 

問６ 政令第２５条第１項第４号について、開発区域内の主要な道路が開発区域外の定

められた幅員以上の道路に接続していることとあるが、具体的にどのような場合を

指すか。 

 

答え 開発区域内の主要な道路が接続することとなる開発区域外の道路が、開発区域

と接する箇所の終端部から都市の根幹となる道路（国道、県道及び幹線となる市

道）まで道路幅員等の技術基準を満たした上で通じていることである。 

 

 

問７ 道路幅員については、どのように取り扱っているのか。 

 

答え  道路幅員は、現況の道路幅員とする。 

道路側溝や舗装がされている箇所等客観的に道路区域と分かる場合は現況の

道路幅員として取り扱うが、明らかな民地と考えられる箇所、塀等の工作物が存す

る箇所、畑等は現況の道路幅員としては取り扱わない。 

また、建築基準法第４２条第２項に規定する道路で、道路後退部分が確保され

た上で建築物が建築されている場合は、現況の道路幅員として取り扱う。 

なお、道路幅員については、様々な状況が考えられ、当該状況により取扱いが異

なることから、事前に都市計画課との協議を要する。 

    

 

 



 

問８ 省令第２４条第５号に規定する転回広場として取り扱える形状はどのようなもの

か。 

 

答え 転回広場として取り扱うものは、埼玉県の「道路の位置の指定、変更及び取消し

の取り扱い基準について」に図示されている自動車転回広場の取り付け例による

ものとする。なお、任意による設置のものを含め様々な類型が考えられ、当該類型

により取扱いが異なることから、事前に都市計画課との協議を要する。 

また、転回広場は道路部分と区別して審査しているため、図面上は分けて図示

するものとする。 

  

 

 

問９ 政令第２８条第１号について、軟弱地盤対策はどのように取り扱っているのか。 

 

答え 液状化が予想される区域内において開発行為等を行う場合は、地盤調査を行い、

軟弱地盤対策の要否について検討した報告書を提出するものとする。 

   軟弱地盤対策が必要とされる場合には、当該対策方法等を示した書類を提出する

とともに、対策工事が完了した後にその旨の報告書を提出するものとする。 

    なお、軟弱地盤対策については、様々な工法等が考えられ、当該工法等により取

扱いが異なることから、事前に都市計画課との協議を要する。 

 

 

問１０ 省令第２３条及び第２７条について、いわゆる義務擁壁はどのように取り扱って

いるのか。 

 

答え 地盤の安定計算については、宅地防災マニュアルによるものし、土質試験結果等

に基づき検討するものとする。 

また、当該地の実地耐力の確認については、義務擁壁の底版位置における平板

載荷試験によるものとする。 

なお、擁壁については、様々な類型があり、当該類型により取扱いが異なること

から、事前に都市計画課との協議を要する。 

 

 



 

問１１ 開発区域内の既存の擁壁はそのまま利用できるのか。また、開発許可に基づき

築造した擁壁は安全か。 

 

答え 開発区域内の既存の擁壁の再利用に当たっては、当該擁壁が経年変化やその他

の要因により劣化している場合があるため、現時点で安全かどうかについて調査を

要する。また、開発許可に基づき築造した擁壁についても同様である。 

 

 

問１２ 擁壁の水抜穴をふさぐことは可能か。 

 

答え 擁壁の水抜穴は、省令第２７条により設置しなければならないこととされているた

め、水抜穴をふさぐことは認められない。水の処理については当事者間で解決する

ことになる。 

    また、水抜穴は宅地造成規制法施行令第１０条に基づき、壁面の面積３平方メー

トル以内ごとに少なくとも１個の内径が７．５センチメートル以上の水抜穴が設けら

れていることを標準とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【法第３４条関係】 

 

 

問１ 市街化調整区域において、一つの建築物の中に法第３４条の複数の異なる号を包

含した立地は可能か。 

 

答え 立地基準及び技術基準が予定建築物の用途により異なるため、認められない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【法第３５条の２関係】  

 

 

問１ 開発許可を受けた内容を変更する場合については、いつどのような手続が必要

か。 

 

答え 開発許可の内容に関する変更の手続の対象となるのは、開発許可後で、かつ、完

了公告前に限られ、前述の法第２９条関係の問１にあるように、完了公告後に予定

建築物以外の建築物の建築、区画の変更若しくは形の変更又は開発行為に関す

る設計の変更に当たる行為をすることは認められない。 

    開発許可内容の変更のうち、省令第２８条の４の各号で定める事項に限り軽微な

変更として届出対象になり、当該軽微な変更以外は変更許可となる。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【法第３６条関係】 

 

 

問１ 開発許可を受けた者は、工事が完了したときは届出をし完了検査を受けなければ

ならないが、中間検査についてはどのように取り扱っているのか。 

 

答え 中間検査は、工事全体の完了後では完成した構造物を破壊しなければ適切な検

査を行うことができない場合において、工事完了前に検査を行うことにより、事前に

是正事項等を指摘する等開発許可を受けた者に過大な負担を与えることがないよ

うに工事の途中の段階で実施するものであるため、原則として行うこととなる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【法第３７条関係】 

 

 

問１ 本条ただし書の規定に基づき、完了公告前の建築制限を解除しようとする場合の

申請の時期については、どのように取り扱っているのか。 

 

答え 本条が原則として完了公告前の建築等を禁止している趣旨等を踏まえると、本条

ただし書の規定は、開発工事の工程上や施工上やむを得ない場合に限って適用す

べきであり、完了公告前の建築制限を解除しようとする申請時には、開発工事に既

に着手しており、かつ、予定建築物について建築確認済証が交付されていることが

必要となる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【法第４３条関係】 

 

 

問１ 本条の規定に基づく許可について、変更の手続はあるのか。 

 

答え 変更の手続がないため、計画が変更となった場合は再度許可を受ける必要があ

る。 


